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墨田区女性と男性の共同参画基本条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行   
   墨田区女性と男性及び多様な性    

の共同参画基本条例 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第９条） 

 第２章 性別等に起因する差別等の禁止 

     （第１０条） 

 第３章 基本的施策（第１１条―第１４条） 

 第４章 苦情調整機関（第１５条―第２１ 

     条） 

 第５章・第６章 〔略〕 

 付則 

 日本国憲法にうたわれている個人の尊重と

法の下の平等は、全ての人に保障されている

権利であり、その権利の実現は、私たち墨田

区民の共通の願いである。 

 

 

 

 

 

 墨田区では、地域の特性を踏まえつつ、こ

れまで男女共同参画社会の形成に向けてさま

ざまな施策を着実に推進し、性別による差別

の解消に努めてきた。 

 しかしながら、家庭、職場、学校、地域社

会等において性別による固定的な役割分担意

識やそれに基づく社会制度や慣行が、今なお

存在するなど、多くの課題が残されており、

その解決が求められている。さらに、互いの

違いを理解し認め合うことの重要性が高まる

中、性の多様性を尊重し、性的指向や性自認

等を理由とする差別や偏見の解消が求められ

ている。 

 また、本格的な少子高齢化の進展、家族形

態及び雇用形態の多様化等に適切に対応し、

一人一人が輝くまちすみだとして発展してい

くためには、性別を問わずその個性と能力を

十分発揮できる機会が確保されることが重要

である。 

   墨田区女性と男性の共同参画基    

   本条例 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第８条） 

 第２章 性別による差別の禁止等（第９条） 

 

 第３章 基本的施策（第１０条―第１３条） 

 第４章 苦情調整機関（第１４条―第２１ 

     条） 

 第５章・第６章 〔略〕 

 付則 

 日本国憲法にうたわれている個人の尊厳と

両性の本質的平等は、すべての人に保障され

ている権利であり、その権利の実現は、私た

ち墨田区民の共通の願いでもある。 

 墨田区は、中小企業や自営業者が多く、そ

の中にあって女性は、事業経営に積極的にか

かわりつつ、家庭生活、地域活動等において

重要な役割を果たし、下町すみだの発展を支

えてきた。 

 墨田区では、このような地域性を踏まえつ

つ、これまで男女共同参画社会の形成に向け

てさまざまな施策を着実に推進し、性別によ

る差別の解消に努めてきた。 

 しかしながら、現代社会には、家庭、職場、

学校、地域社会等において性別による固定的

な役割分担意識やそれに基づく社会制度や慣

行が、今なお存在し、その解消が急務となっ

ている。 

 

 

 

 

 また、本格的な少子高齢化の進展、家族形

態及び雇用形態の多様化等に適切に対応し、

一人一人が輝くまちすみだとして発展してい

くためには、性別を問わずその個性と能力を

十分発揮できる機会が確保されることが重要

である。 



 私たちは、今ある女性と男性の格差解消を

目指すとともに、多様な性を尊重し、性別等

により差別されることなく、地域の中で、お

互いの人権を尊重し、誰もが共に責任を分か

ち合う男女共同参画社会を実現することを決

意し、ここに、この条例を制定する。 

 （目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画社会の形

成に関し、基本理念を定め、区、区民、事

業者、地域団体及び教育関係者等の責務を

明らかにするとともに、区の施策の基本的

事項を定めることにより、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策（以下「男女

共同参画施策」という。）を総合的かつ計

画的に推進し、もって男女共同参画社会を

実現することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴ 男女共同参画社会 性別等にかかわら

ず、社会の対等な構成員として、自らの

意思によって社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会が確保され、もっ

て全ての人が均等に政治的、経済的、社

会的及び文化的利益を享受することがで

き、かつ、共に責任を担うべき社会をい

う。 

 ⑵ 性別等 生物学的な性別、性的指向 

  （どの性別を恋愛感情又は性的な関心若

しくは興味の主な対象とするかしないか

を表すものをいう。以下同じ。）及び性

自認（自己の性別についての認識をいう。

以下同じ。）をいう。 

 ⑶ 区民 日本国籍を有するか否かにかか

わらず、区内に在住し、在勤し、又は在

学する個人をいう。 

 ⑷ 事業者 区内において事業活動を行う

法人その他の団体及び個人をいう。 

 ⑸ 地域団体 区内において活動拠点を有

し、地域活動を行う団体をいう。 

 

 

 私たちは、性別により差別されることなく、

地域の中で、お互いの人権を尊重し、女性と

男性が共に責任を分かち合う男女共同参画社

会を形成し、もって個人の尊厳と法の下の平

等を実現することを決意し、ここに、この条

例を制定する。 

 〔同左〕 

第１条 この条例は、男女共同参画社会の形

成に関し、基本理念を定め、区、区民、事

業者及び地域団体の責務を明らかにすると

ともに、区の施策の基本的事項を定めるこ

とにより、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策（積極的改善措置を含む。以

下「男女共同参画施策」という。）を総合

的かつ計画的に推進し、もって男女共同参

画社会を実現することを目的とする。 

 〔同左〕 

第２条 〔同左〕 

 

 

 ⑴ 男女共同参画社会 女性及び男性が、

社会の対等な構成員として、自らの意思

によって社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会が確保され、もって女

性及び男性が均等に政治的、経済的、社

会的及び文化的利益を享受することがで

き、かつ、共に責任を担うべき社会をい

う。 

   〔新設〕 

 

 

 

 

 

 ⑵ 〔同左〕 

 

 

 ⑶ 〔同左〕 

 

 ⑷ 〔同左〕 

 

 ⑸ 積極的改善措置 第１号に規定する機

会に係る男女間の格差を改善するため、



 

 

 

 ⑹ 教育関係者等 区内において保育、幼

児教育、学校教育、生涯学習その他のあ

らゆる学習の場に携わる個人及び法人そ

の他の団体をいう。 

 ⑺ 性別表現 外面に表れる性別について

の自己表現をいう。 

 ⑻ セクシュアル・ハラスメント 性的な

言動（性的指向又は性自認に関する言動

を含む。）が、本人の意図に関係なく、

相手又は周囲の者の尊厳を傷つけ、不利

益又は脅威を与えることをいう。 

 ⑼ ハラスメント 前号に掲げるもののほ

か、他者に対する言動が、本人の意図に

関係なく、相手又は周囲の者の尊厳を傷

つけ、不利益又は脅威を与えることをい

う。 

 ⑽ ドメスティック・バイオレンス 配偶

者、交際相手等の親密な関係にある者又

はあった者に対し、身体的又は精神的な

苦痛を与える暴力的行為をいう。 

 （基本理念） 

第３条 男女共同参画社会を形成するため、

次の各号に掲げる事項を基本理念として定

める。 

 ⑴ 全ての人が性別等に起因する差別的な

取扱いを受けず、その人権が尊重される

こと。 

 ⑵ 全ての人の性的指向又は性自認が尊重

され、誰からも干渉又は侵害を受けない

こと。 

 ⑶ 全ての人が性別等による役割の固定化

をもたらす社会制度及び慣行を解消する

ように努めるとともに、一人一人がその

個性と能力を十分発揮し、自己の意思に

より社会における多様な活動を選択でき

ること。 

 ⑷ 性別等にかかわらず、全ての人が社会

の対等な構成員として、あらゆる分野に

おける活動の方針の立案及び決定過程に

参画する機会が確保されること。 

必要な範囲内において、女性又は男性の

いずれか一方に対し、当該機会を積極的

に提供することをいう。 

   〔新設〕 

 

 

 

   〔新設〕 

 

   〔新設〕 

 

 

 

 

   〔新設〕 

 

 

 

 

   〔新設〕 

 

 

 

 〔同左〕 

第３条 〔同左〕 

 

 

 ⑴ すべての人が性別による差別的な取扱

いを受けず、その人権が尊重されること。 

 

   〔新設〕 

 

 

 ⑵ すべての人が性別による役割の固定化

をもたらす社会制度及び慣行を解消する

ように努めるとともに、一人一人がその

個性と能力を十分発揮し、自己の意思に

より社会における多様な活動を選択でき

ること。 

 ⑶ 性別にかかわらず、すべての人が社会

の対等な構成員として、あらゆる分野に

おける活動の方針の立案及び決定過程に

参画する機会が確保されること。 



 ⑸ 結婚、妊娠、出産、育児その他の経験

の有無を問わず、個人の自己決定が尊重

され、全ての人の生き方を尊重し合うこ

と。 

 ⑹ 家庭において、全ての人が対等な構成

員として、その人権を尊重し、かつ、協

力し合うこと。 

 ⑺ 性別等にかかわらず、全ての人が相互

の協力及び社会の支援のもとに、家庭生

活及び社会生活、地域活動等を両立でき

ること。 

 ⑻ 保育、幼児教育、学校教育、生涯学習

その他のあらゆる学習の場において男女

共同参画社会の形成に向けた取組がなさ

れること。 

 （区の責務） 

第４条 区は、基本理念に基づき、男女共同

参画施策を策定し、合理的配慮の範囲内に

おいて、総合的かつ計画的に推進しなけれ

ばならない。 

２・３ 〔略〕 

 （区民の責務） 

第５条 区民は、基本理念に基づき、男女共

同参画社会についての理解を深め、社会の

あらゆる分野における活動において、男女

共同参画社会の形成を、合理的配慮の範囲

内において積極的に推進するよう努めなけ

ればならない。 

２ 〔略〕 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念に基づき、男女

共同参画社会についての理解を深め、その

事業活動に関し、男女共同参画社会の形成

を、合理的配慮の範囲内において積極的に

推進するよう努めなければならない。 

２ 〔略〕 

 （地域団体の責務） 

第７条 地域団体は、基本理念に基づき、男

女共同参画社会についての理解を深め、そ

の団体活動に関し、男女共同参画社会の形

成を、合理的配慮の範囲内において積極的

に推進するよう努めなければならない。 

２ 〔略〕 

   〔新設〕 

 

 

 

   〔新設〕 

 

 

 ⑷ 性別にかかわらず、すべての人が相互

の協力及び社会の支援のもとに、家庭生

活及び社会生活、地域活動等を両立でき

ること。 

 ⑸ 学校教育、生涯学習その他のあらゆる

学習の場において男女共同参画社会の形

成に向けた取組がなされること。 

 

 〔同左〕 

第４条 区は、基本理念に基づき、男女共同

参画施策を策定し、総合的かつ計画的に推

進しなければならない。 

 

２・３ 〔略〕 

 〔同左〕 

第５条 区民は、基本理念に基づき、男女共

同参画社会についての理解を深め、社会の

あらゆる分野における活動において、男女

共同参画社会の形成を積極的に推進するよ

う努めなければならない。 

 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

第６条 事業者は、基本理念に基づき、男女

共同参画社会についての理解を深め、その

事業活動に関し、男女共同参画社会の形成

を積極的に推進するよう努めなければなら

ない。 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

第７条 地域団体は、基本理念に基づき、男

女共同参画社会についての理解を深め、そ

の団体活動に関し、男女共同参画社会の形

成を積極的に推進するよう努めなければな

らない。 

２ 〔略〕 



 （教育関係者等の責務） 

第８条 教育関係者等は、基本理念に基づき、

男女共同参画社会についての理解を深め、

その教育活動に関し、男女共同参画社会の

形成を、合理的配慮の範囲内において積極

的に推進するよう努めなければならない。 

２ 教育関係者等は、区が実施する男女共同

参画施策に協力するよう努めなければなら

ない。 

 （区、区民、事業者、地域団体及び教育関

係者等の協働） 

第９条 区、区民、事業者、地域団体及び教

育関係者等は、協働して男女共同参画社会

の形成に努めなければならない。 

   第２章 性別等に起因する差別等の禁 

       止 

 （性別等に起因する差別等の禁止） 

第１０条 何人も、家庭、職場、学校、地域

社会等あらゆる場において、性別等に起因

する差別的な取扱い及びその他の人権侵害

をしてはならない。 

２ 何人も、あらゆる場において、セクシュ

アル・ハラスメント若しくは婚姻、妊娠、

出産、育児、介護等に起因するハラスメン

ト（第１３条第６号において「セクシュア

ル・ハラスメント等」という。）又はドメ

スティック・バイオレンスその他の暴力行

為をしてはならない。 

３ 何人も、他人の性的指向、性自認等の公

表に関して、いかなる場合も、強制し、若

しくは禁止し、又は本人の意に反して公に

してはならない。 

 

 

４ 何人も、正当な理由がない限り、他人の

性別表現を妨げてはならない。 

 

 

   第３章 基本的施策 

 （行動計画の策定） 

第１１条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 区長は、行動計画を策定し、又は変更す

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 （区、区民、事業者及び地域団体の協働） 

 

第８条 区、区民、事業者及び地域団体は、 

 協働して男女共同参画社会の形成に努めな

ければならない。 

   第２章 性別による差別の禁止等 

 

 （性別による差別の禁止等） 

第９条 何人も、家庭、職場、学校、地域社

会等あらゆる場において、性別による差別

的な取扱いをしてはならない。 

 

２ 家庭内等において、配偶者等に対する身

体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為

（以下「ドメスティック・バイオレンス」

という。）を行ってはならない。 

 

 

 

３ 何人も、性的な言動により当該言動を受

けた個人の生活の環境を害し、又は性的な

言動を受けた個人の対応により当該個人に

不利益を与えること（以下「セクシュアル・

ハラスメント」という。）をしてはならな

い。 

４ 何人も、公衆に表示する情報において、

女性に対する暴力的行為を助長する表現そ

の他の性別による差別を助長する表現を行

ってはならない。 

   第３章 基本的施策 

 〔同左〕 

第１０条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 区長は、行動計画を策定し、又は変更す



るときは、区民、事業者、地域団体、教育

関係者等その他の個人又は団体の意見を反 

 映できるよう適切な措置を講ずるとともに、 

 第２２条に規定する墨田区男女共同参画推

進委員会の意見を聴かなければならない。 

 （年次報告） 

第１２条 区長は、行動計画に基づく施策の

実施状況について、年次報告書を作成し、

区民に公表しなければならない。 

 （推進施策） 

第１３条 区は、男女共同参画社会の形成を

積極的に推進するため、次の各号に掲げる

施策を行うものとする。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 家庭、職場、学校、地域社会等におい

て性別等による役割の固定化又は差別的

な取扱いを受けることにより、社会活動

における選択の自由が制約されることの

ないよう必要な措置を講ずる施策 

 ⑶ 性別等にかかわらず、全ての人が、人

生を共にしたい人と家族として暮らすこ

とを尊重する施策 

 ⑷ 性別等にかかわらず、全ての人が、共

に協力し合うことにより、家庭生活及び

社会生活、地域活動等を両立することが

できるよう必要な支援に関する施策 

 ⑸ 保育、幼児教育、学校教育、生涯学習

その他のあらゆる学習の場における男女

共同参画社会の形成への取組に対する必

要な支援に関する施策 

 ⑹ セクシュアル・ハラスメント等及びド

メスティック・バイオレンスの防止及び

これらの被害者に対する支援に関する施

策 

 ⑺ 事業者に対する雇用の分野における情

報の提供その他の必要な支援に関する施

策 

 ⑻ 前各号に掲げるもののほか、男女共同

参画社会の形成を促進するために必要な

施策 

 （拠点施設） 

第１４条 区は、男女共同参画社会の形成に

関し、区民、事業者、地域団体、教育関係

るときは、区民、事業者、地域団体等の意

見を反映できるよう適切な措置を講ずると

ともに、第２２条に規定する墨田区男女共

同参画推進委員会の意見を聴かなければな

らない。 

 〔同左〕 

第１１条 〔同左〕 

 

 

 〔同左〕 

第１２条 〔同左〕 

 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 家庭、職場、学校、地域社会等におい

て性別による役割の固定化又は差別的な

取扱いを受けることにより、社会活動に

おける選択の自由が制約されることのな

いよう必要な措置を講ずる施策 

   〔新設〕 

 

 

 ⑶ 女性と男性が、共に協力し合うことに

より、家庭生活及び社会生活、地域活動

等を両立することができるよう必要な支

援に関する施策 

 ⑷ 学校教育、生涯学習その他のあらゆる

学習の場における男女共同参画社会の形

成への取組に対する必要な支援に関する

施策 

 ⑸ ドメスティック・バイオレンス及びセ

クシュアル・ハラスメント等の防止及び

これらの被害者に対する支援に関する施

策 

 ⑹ 〔同左〕 

 

 

 ⑺ 〔同左〕 

 

 

 〔同左〕 

第１３条 区は、男女共同参画社会の形成に

関し、区民、事業者、地域団体等による活



者等その他の個人又は団体による活動の支

援、相談、情報収集その他の男女共同参画

施策の推進を積極的に行う拠点施設を設置

するものとする。 

   第４章 苦情調整機関 

 （設置） 

第１５条 区長は、次条第１項に掲げる事項

について、区民、事業者、地域団体及び教

育関係者等（以下「区民等」という。）か

らの申出を適切かつ迅速に処理するため、

区長の附属機関として墨田区男女共同参画

苦情調整委員会（以下「苦情調整委員会」

という。）を設置するものとする。 

 （申出の範囲） 

第１６条 区民等が、区長に申し出ることが

できる事項の範囲は、次の各号に掲げると

おりとする。 

 ⑴ 性別等に起因する差別等、男女共同参

画社会の形成を阻害する要因によって人

権が侵害されたと認められる事項又は侵

害されるおそれがあると認められる事項

に関すること。 

 ⑵ 〔略〕 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる事項については、区民等は申出をする

ことができない。 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動の支援、相談、情報収集その他の男女共

同参画施策の推進を積極的に行う拠点施設

を設置するものとする。 

 

   第４章 苦情調整機関 

 〔同左〕 

第１４条 区長は、次条第１項に掲げる事項

について、区民、事業者及び地域団体（以

下「区民等」という。）からの申出を適切

かつ迅速に処理するため、墨田区男女共同

参画苦情調整委員会（以下「苦情調整委員

会」という。）を設置するものとする。 

 

 〔同左〕 

第１５条 区民等が、苦情調整委員会に申し

出ることができる事項の範囲は、次の各号

に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 性別による差別等、男女共同参画社会

の形成を阻害する要因によって人権が侵

害されたと認められる事項又は侵害され

るおそれがあると認められる事項に関す

ること。 

 ⑵ 〔略〕 

２ 〔同左〕 

 

 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

 ⑷ この条例に基づく苦情調整委員会の判

断に関する事項 

 （所掌事務） 

第１６条 苦情調整委員会は、区民等からの

申出について、必要があると認めるときは、

次の各号に掲げる事務を行うものとする。 

 ⑴ 前条第１項に規定する事項に係る調査

又は区民等に対する調査に係る協力要請

に関すること。 

 ⑵ 前号の調査（前条第１項第１号に規定

する事項に係る調査に限る。）に基づき

行われる関係者に対する助言、指導、是

正の要請及び意見の表明に関すること。 

 ⑶ 第１号の調査（前条第１項第２号に規

定する事項に係る調査に限る。）に基づ

き行われる是正措置等を求める勧告又は



 

 

 （所掌事務等） 

第１７条 区長は、前条第１項に掲げる事項

に関する区民等からの申出について、必要

があると認めるときは、苦情調整委員会に、 

 当該申出について諮問をすることができる｡ 

２ 前項の規定により区長から諮問を受けた

苦情調整委員会は、申出に関する調査を行

い、調査の結果に関する答申を決定し、区

長に送付するものとする。この場合におい

て、苦情調整委員会は、必要があると認め

るときは答申において助言、指導、是正の

要請等必要な措置を講ずるよう区長に意見

を述べることができる。 

３ 前項の規定による答申の決定は、苦情調

整委員会の委員（以下「苦情調整委員」と

いう。）の合議によるものとする。 

４ 区長は第２項に規定する答申を受けたと

きは、当該答申を尊重して、必要な措置を

講ずるよう努めるとともに、調査結果及び

講じた措置の内容（以下「調査結果等」と

いう。）を申出人に通知しなければならな

い。この場合において、申出が前条第１項

第２号に掲げる事項である場合には、区長

は当該調査結果等を公表しなければならな

い。 

 （定数等） 

第１８条 苦情調整委員の定数は３人以内と

し、男女共同参画社会の形成に関し優れた

人格識見を有する者のうちから、区長が委

嘱する。 

 

 （委員の任期） 

第２０条 〔略〕 

２ 苦情調整委員は、再任されることができ

る。 

 

 （組織） 

第２４条 推進委員会の委員（以下「推進委

員」という。）は、１７人以内とし、男女

共同参画社会の形成について学識経験を有

する者、区民、事業者（法人その他の団体

改善意見の表明及び当該勧告又は改善意

見の公表に関すること。 

 （職務の遂行） 

第１７条 苦情調整委員会は、前条に規定す

る事務を行うときは、合議によりその決定

を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔同左〕 

第１８条 苦情調整委員会の委員（以下「苦

情調整委員」という。）の定数は３人以内

とし、男女共同参画社会の形成に関し優れ

た人格・識見を有する者のうちから、区長

が委嘱する。 

 〔同左〕 

第２０条 〔略〕 

２ 苦情調整委員は、再任されることができ

る。ただし、在任期間は、連続して２期を

超えることができない。 

 〔同左〕 

第２４条 推進委員会の委員（以下「推進委

員」という。）は、１５人以内とし、男女

共同参画社会の形成について学識経験を有

する者、区民、事業者（法人その他の団体



にあっては、その代表者）、地域団体の代

表者、教育関係者等その他の個人又は団体

の代表者の中から、区長が委嘱する。 

２ 推進委員は、女性及び男性のいずれの性

も委員の総数の４割を超えるように努めな

ければならない。 

にあっては、その代表者）、地域団体の代

表者等の中から、区長が委嘱する。 

 

２ 推進委員は、女性又は男性のいずれかの

一方の性が委員の総数の６割を超えてはな

らない。 
  

   付 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 


